
令和５年度設備整備事業　Ｑ＆Ａ
令和５年11月30日時点

質問 回答

1
過去に入院医療機関等設備整備事業による補助を
受けたことがあるが、今回同事業の補助を受けること
は可能か。

　令和２年度、令和３年度、令和４年度、令和５年４月１日から９月30日までの間に補助対象設備
のいずれかについて補助を受けた医療機関は、補助対象設備のうち、病棟単位（区画単位含む）に
よる対応から病室単位による対応に伴い新規に必要となる設備及び個人防護具以外は補助対象
外となります。

2
病棟単位（区画単位含む）による対応から病室単位
による対応に伴い新規に必要となる設備について、ど
のような設備が該当するか。

　例として、これまで重点医療機関として病棟単位や区画単位で対応してきた医療機関が病室単
位によるゾーニングに切り替えることに伴って新規に必要となる設備（HEPAフィルター付パーテーション
等）が想定されますが、補助対象は旧重点医療機関に限るものではありません。
　申請時に病棟の図面等により新規に必要となる設備の場所や種類を確認させていただきます。

3

過去に外来対応医療機関設備整備事業（旧帰国
者・接触者外来等設備整備事業）による補助を受け
たことがあるが、今回同事業の補助を受けることは可
能か。

　令和２年度、令和３年度、令和４年度、令和５年４月１日から９月30日までの間に補助対象設備
のいずれかについて補助を受けた医療機関は、補助対象設備のうち、個人防護具以外は補助対象
外となります。

4
9月30日までにリースによる設備整備を行っている医
療機関は、10月1日以降対象となるのでしょうか。

　令和２年度、令和３年度、令和４年度、令和５年４月１日から９月30日までの間に補助対象設備
のいずれかについて補助を受けた医療機関で、9月30日以前からリースによる設備整備を行っている
場合は、10月1日以降、補助対象外となります。

5 個人防護具はどのようなものが対象となりますか

　個人防護具は、令和５年10月1日以降に購入したもので、補助対象期間中（感染拡大期）に使
用された数量が補助対象となります。補助対象期間に到来しましたら、HP等でお知らせしますので、
申請を検討する医療機関においては、日別・個人防護具の種別ごとの受払実績をあらかじめ記録し
てください。
　マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールドが対象となります。別添（個人防護具に
関する規格参考例）をご参照ください。
　なお、新型コロナ患者の治療等に従事する医師や看護師の使用数量のみが対象となります。

6
新型コロナ患者の診療実績について、コロナ疑い患者
であり、検査した結果コロナ陰性であった患者を診療
した場合は実績とはなりませんか。

　疑い患者を検査した結果、コロナ陰性であった患者への対応も診療実績となります。



7
リースの場合や工事費、光熱水費は補助対象となり
ますか。

　対象経費欄に「使用料及び賃借料」が含まれる事業は、リースの場合も補助対象となります。
　設備を設置するに当たっての工事費については、建物の恒久的な資産価値を増加させないもの
は、対象経費の「備品購入費」や「使用料及び賃借料」に含まれるものとして、補助対象となります。
　整備した設備について、ランニングコストである光熱水費は補助対象外です。

8
簡易病室としてプレハブを設置する場合、病室機能と
して必要なエアコンや医療機器等も補助対象となりま
すか。

　新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を提供するために必要であって、簡易病室と一体的
に整備するものについては、付帯する備品として補助対象となります。
　簡易診療室の設置にあたり、建物や部屋の拡張工事など、建物の構造に係る工事を伴うなど建
物の恒久的な資産価値を増加させるようなものは対象外となります。

9
移動式の検査車両は簡易病室に含まれるのでしょう
か。

　簡易病室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであっ
て、新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を提供する病室を言うので、この趣旨に合致すれ
ば検査車両も簡易病室に含まれます。
　緊急的・一時的に整備が必要となることが想定されますので、設備の購入ではなく、リースでの対応
をご検討ください。

10
リースで整備した簡易診察室などについて、原状回復
費用は補助の対象となりますか。

　原状回復費用も補助対象となりますが、令和6年3月末までの経費が対象となるため、3月末まで
に原状回復を完了する必要があります。

11
付帯する設備のみを補助対象とすることはできます
か。

　本体購入を伴わない、付帯設備のみの購入は対象となりません。

12
「HEPAフィルター付きパーテーション」について、HEPA
フィルター以外のフィルターでも補助対象となりますか。

　HEPAフィルターと同等以上の性能であれば補助対象としますが、同等以上の性能であることが分か
る資料をご提出いただきます。

13
HEPAフィルター付きパーテーションのHEPAフィルター
等、交換消耗品は補助対象となりますか。

　消耗品は補助対象外となります。


